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1. プロジェクトの背景と問題点    

ブルキナファソ国（以下、「ブ」国）では、

給水施設の持続的な維持管理の担保を目的に、

2000 年 11 月 3 日に「村落・準都市部の飲料水

供 給 施 設 の 管 理 シ ス テ ム 改 革 （ 通 称

“REFORME”1）を採択した。この給水施設維持

管理の新しいシステムは、地方分権化の流れを

踏まえながら、地方自治体（コミューン）や水

利用者組合（AUE）を通じた住民コミュニティ、

ポンプ修理工や民間企業などの民間セクター

などの参画により、給水施設の維持管理を大き

く改善することを目的としている。 

「ブ」国政府とそのパートナーは、

REFORME を全国に普及する努力を推し進め

てきており、多くのコミューンでその適用化が

                                                   
1 REFORME：「村落・準都市部の飲料水供給施設管理

システム改革。Décret n°2000-514/PRES/PM/MEE 

進められてきた。2016 年に施行される新給水

国家計画（PN-AEP 2016-2030）では、REFORME

の全国普及がその主要な方針の一つとして取

り組むことが明示されている。しかしながら、

REFORME に基づく給水施設維持管理システ

ムは、その実施において様々な問題を抱えてお

り、その定着・普及に向けたシステムの改善へ

の取り組みが求められている。 

 
図 1 REFORME 給水施設維持管理システム 
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我が国は本プロジェクトの先行案件として、

「ブ」国中央プラトー州の 20 コミューンを対

象に REFORME の実施を目的とした「中央プ

ラトー地方給水施設管理・衛生改善プロジェク

ト」（2009 年 8 月～2013 年 4 月、以下、

「PROGEA/PCL」）を実施した。REFORME 実

施における PROGEA/PCL の最大の特徴は、ハ

ンドポンプ（PMH）の維持管理に焦点を当て

て、地方レベルの担当行政機関を巻き込みなが

らポンプ修理業者や AUE、コミューンなどの

関係者による維持管理システムを構築したこ

とにある。また、給水施設維持管理に係る関係

者への能力強化に注力した活動を展開したこ

とも大きな特徴として挙げられる。 

また、PROGEA/PCLでは既存のマニュアル

をベースにして、現場からの知見に基づいたよ

り具体的かつ実践的な内容のマニュアルに改

訂し、現場関係者への活用を図った。この結果、

中央プラトー州の給水施設の稼働率は 81％か

ら 89％にまで改善された。また、ポンプ故障

発生時から修理に要する時間は、REFORME導

入前は 2～3 週間要するケースが多かったもの

が、REFORME適用化後は平均 5.9 日と大きく

改善された 2。PROGEA終了後も同州での

REFORME適用化に基づく給水施設維持管理

活動は一部村落で停滞が確認されるものの、依

然として高い給水施設の稼働率を示している。 

 

図 2 ハンドポンプ井戸の稼働率（2013 年末） 

                                                   
2 出典：ブルキナファソ国中央プラトー地方給水施設

管理・衛生改善プロジェクト プロジェクト事業完了

報告書（2013年 5月）。2012 年 10 月の調査データ（193
の AUE からの聞き取り調査結果）。 

 このように PROGEA/PCL が実施した

REFORME 推進活動は、「ブ」国政府やドナー

からも認知され高い評価を受けている。また、

中央プラトー州における REFORME 実施の成

果により、「ブ」国政府は PN-AEP 2030 の実施

に向けてこの知見を全国他州に普及させるこ

とを目指している。 

 このため、「ブ」国政府は PROGEA/PCL に

よる中央プラトー州における REFORME 適用

化の経験を踏まえ、全国規模で実践可能な

REFORME 適用化全国普及計画の策定および

同計画を展開するに必要な基盤整備に係る取

り組みを「村落給水施設管理・衛生改善プロジ

ェクトフェーズ 2」（以下、PROGEA2）として

要請し、2015 年 9 月より本プロジェクトが開

始された。 

 

2. 問題解決のためのアプローチ     

(1) プロジェクトの目標と成果 

プロジェクトの上位目標・プロジェクト目

標・成果を下記の青囲みに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) REFORME全国普及への基盤構築 

本プロジェクトでは、REFORME 全国展開の

ための環境作りを目的として、【政策】、【体制・

制度】、【技術】、【財務】からなる 4 つの基本コ
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86%

87%

88%
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90%

中央プラトー州 全国平均

【上位目標】 

全国における給水施設維持管理の改善 

【プロジェクト目標】 

REFORME 全国展開のための基盤整備 

【成果 1】全国普及用マニュアルの作成 

【成果 2】南部中央州 REFORME 普及 

【成果 3】中央プラトー州 REFORME 強化 

【成果 4】全国普及用マニュアル・ツール

の最終化と公式文書への統合 

【成果 5】REFORME 実施体制の改善 

【成果 6】REFORME 全国普及計画の策定 



 

ンポーネントによる基盤整備を行う。 

表 1 REFORME 全国普及への基盤整備 
【政策】 「REFORME 枠組み文書」に基づき、

政策面の基盤を整備する。具体的には

REFORME 全国普及計画の策定により

「ブ」国給水政策への貢献を目指す。 
【体制・制度】 REFORME の適用化を支援する行政側

の支援体制および給水施設の維持管理

体制（コミューン、AUE、民間セクタ

ー業者など）を構築する。 
【技術】 フェーズ１で策定したマニュアル類を

全国普及用の改善と人材育成・能力強

化計画を策定することで、技術面の基

盤を整備する。 
【財務】 REFORME に基づく給水施設維持管理

活動を適切かつ持続的に行うための財

源の確保とその利用方法を確立する。 

 

図 3  REFORME基盤整備と全国普及への流れ 

(3) REFORME改善への取り組み 

REFORME 改善へ向けた取り組みとしては、

ドナーやNGO等からのREFORME適用化の実

施に係る成果や教訓についての情報収集と共

に、改善すべき点についての意見交換を行った。 

2016 年 1 月には、全国 13 州の水衛生省州局

で給水施設維持管理システムの普及担当者と

の「REFORME 適用化の進捗共有・全国普及用

マニュアル検討ワークショップ」を開催し、全

国の REFORME 適用化の実施状況を取りまと

めると共に、教訓・課題の抽出と解決策を整理

した。引き続き、2016 年 3 月 23 日～24 日に政

府関係機関、地方自治体、ドナー・NGO、民

間セクターなどの REFORME 関係者を集めた

「REFORME 適用化検討全国ワークショップ」

を開催した。 

 

 
写真 1 REFORME 全国ワークショップの様子 

(4) プロジェクト対象州における給水施

設維持管理活動の強化 

1) ベースライン調査 

本プロジェクトの対象地域である中央プラ

トー・南部中央州における REFORME 適用化

の進捗状況を把握し、給水施設維持管理に係る

課題・問題点を整理することを目的に、ベース

ライン調査を 2015 年 12 月～2016 年 2 月に実

施した。その結果概要は以下の通りとなる。 

表 2 ベースライン調査結果の概要 
中央プラトー州 

（全 572 村／セクター） 
南部中央州 

（全 550 村／セクター） 
• 設立済み AUE：566

（98.9%） 
• 認証 AUE：559

（93.3%） 
• 口座保有 AUE：566

（100%） 

• 設立済み AUE：542
（98.5%） 

• 認証 AUE：373
（68.8%） 

• 口座保有 AUE：373
（68.8%） 

• 566 の AUE がコミュ

ーンとの協定締結 
• 124 の AUE がコミュ

ーンとの協定締結 

ブルキナファソ政府

による全国展開

REFORMEによる給水施設

維持管理システムの自立発展

•マニュアル・ツール

•人材育成

•財源の確保

•財務管理

•給水施設の維持管理体制

•制度、法政令

•PN-AEP 2016-2030
•REFORME枠組み文書

•AMOCロードマップ

全国展開のための計画

全国展開

基盤

体制・

制度
政策

財務 技術



 

• 全 86 名のポンプ修理

工中 80 名認可 
レベル 1：77 名 
レベル 2：3 名 

• 35 名がコミューンと

の保守整備契約を締

結（43.8%） 

• 全 102 名のポンプ修

理工中 45 名認可 
レベル 1：44 名 
レベル 2：1 名） 

• 13 名がコミューンと

の保守整備契約を締

結（28.9%） 
• 計 36 基中 3 基につい

て民間業者との管理

委託契約締結（8.3%） 

• 計26基中21基につい

て民間業者との管理

委託契約締結

（80.8%） 
• AUE 事務局メンバー

における女性割合：

24.9% 

• AUE 事務局メンバー

における女性割合：

20.1% 

 

写真 2 ベースライン調査の実施 

2) コミューン REFORME ワークショップ 

2016 年 6 月から 7 月にかけて、南部中央州

と中央プラトー州の 34 コミューンにおいて、

コミューン関係者（コミューン、AUE、ポンプ

修理工）を対象とした、REFORME 適用化の実

施強化と関係者の活性化を目的としたワーク

ショップを開催した。 

ワークショップでは、AUE の現状や課題の

協議、アクションプランの作成、REFORME の

復習などにおいて、現状の説明、経験の共有、

自身の考えの表明などを積極的に行い、活発な

議論が展開された。 

 
写真 3 コミューンワークショップの様子 

(5) 給水施設保守整備体制の改善 

1) 南部中央州ポンプ修理工組合の設立支援 

南部中央州のポンプ修理工との協議を行い、

同州のポンプ修理工組合の設立に係る準備を

行った。修理工組合の設立準備にあたり、フェ

ーズ 1 で設立した中央プラトー州の修理工組

合を南部中央州に招聘し、経験交流を行った。

これにより、組合設立のメリットや手続き、課

題などについて具体的にイメージすることが

でき、南部中央州の修理工たちがよりオーナー

シップを持って組合設立・運営に臨む手助けと

なることが期待される。現在、南部中央州の３

県でのポンプ修理工組合の設立準備が進めら

れている。 

2) ポンプ修理工研修 

本プロジェクト対象 2 州におけるポンプ修

理工の能力強化を目的とした研修を 2016 年 5

月および 7 月に実施した。 

南部中央州では、修理工を対象とした第１回

REFOMRE 研修を実施した。今回の研修は、南

部中央州における修理工対象の REFORME 研

修としては第 1 回目となること、REFORME に

関する知識が全体的に希薄であることから、導

入的な研修内容とした。研修モジュールは、フ

ェーズ 1 で作成した研修マニュアルをベース

に基礎的な内容に特化したものとした。 

中央プラトー州では、フェーズ 1 で支援した

既存のポンプ修理工に加えて若手修理工の育

成も視野に入れ、新規修理工の認可およびコミ

ューンとの保守整備契約締結に係る研修を実

施した。 



 

 
写真 4 ポンプ修理工研修 

3) ポンプリハビリに係る井戸診断 

本プロジェクトでは、第２年次以降に活動対

象 2 州において既存井戸のリハビリを実施す

る予定である。リストアップされた候補サイト

において、井戸やポンプの状況を確認する井戸

診断を行った。この井戸診断は、ポンプ修理工

および中央・州レベルのプロジェクトカウンタ

ーパートの技術能力強化の一環と位置づけて

作業を実施した。 

 
写真 5 井戸診断作業を活用した技術研修 

(6) 衛生改善に係る取り組み 

南部中央州における衛生啓発活動について

は、限られた州局職員などのリソースの中で住

民の衛生行動変容を促進するための活動とな

ることから、本プロジェクトでは選定されたパ

イロットコミューンにおいて、衛生啓発活動を

実施し井戸周辺の衛生改善を図ると共に、衛生

活動における教訓と課題を抽出の上、衛生啓発

ガイドやマニュアルへの改善に取り組むこと

とした。ベースライン調査や C/P・関係者から

の聞き取り調査や現地踏査などの結果を踏ま

えて、南部中央州における衛生啓発活動にかか

るパイロットコミューンの選定を行った。 

衛生啓発活動の内容検討にあたっては、給水

施設の維持管理との関連性を持った活動を実

施する観点から、井戸周辺の衛生状況に着目し、

実際の現場状況を観察した。その結果、「清掃

の履行」「水たまりの処理」「家畜のアクセス制

限」「水運搬用ポリタンク内の清掃」に課題が

見られたため、これらの改善に取り組むことに

ついて、衛生総局や南部中央州局と検討した。

その結果、衛生総局とは、井戸周辺の衛生改善

に取り組む活動方針とした。具体的には、井戸

周辺の水たまりの処理や家畜侵入防止対策と

して、砂利や生垣の設置などを住民主導で行っ

ていき、井戸周辺の衛生環境を改善していく。 

具体的な衛生啓発・教育活動は第 2 年次から

の実施となるが、その実施方法として、パイロ

ットコミューンの水・衛生フォーカルポイン

ト 3（FP）がAUE衛生担当者に対して啓発方法

の指導と実践サポートを行い、州局職員がFP

やAUE衛生担当者へのフォローとモニタリン

グを行うこととする。 

 

                                                   
3 「ブ」国の各コミューンには、給水施設の整備状況

の情報更新のためのフォーカルポイントと呼ばれるリ

ソースパーソンが存在している。コミューンで雇用さ

れた専任職員ではなく、ボランティアとして州局から

若干の交通費などが支給されている。フォーカルポイ

ントはコミューン内の給水施設や村落の状況を熟知し

ていることから、本プロジェクトではフェーズ 1 より

REFORME に基づく給水施設維持管理活動に彼らを

巻き込んだ活動を実施している。 



 

写真 6 プロジェクトでは水場周りの衛生環境

改善に焦点を置いた取り組みを実践していく。 

 

3. アプローチの実践結果        

(1) 給水施設維持管理システム改善への

取り組み 

REFORME 適用化検討全国ワークショップ

や関係者との意見交換などを通じて提案され

た主な解決策を以下に整理する。 

 REFORME 適用化文書とその実施ツール

の改訂 

 AUE 事務局メンバーの任期の修正 

 AUE 認証手続きの簡素化、認証後の公文

書への掲載の省略 

 財務管理などのツール、報告書書式などの

簡素化、ローカル言語化 

 AUE 事務局メンバーに占める女性の割合

を増加させる方策を検討する 

 コミューンや AUE の維持管理活動へのモ

チベーションを高めるような方策の検討 

 AMOCロードマップ 4の実施およびコミュ

ーン給水衛生担当職員雇用の加速化 

 AUE 活動の支援や指導などに必要な業務

に対するコミューンの予算化 

 ポンプスペアパーツや修理工の工賃に関

する AUE や利用者への通知徹底 

 州・県・コミューンレベルでのスペアパー

ツ販売拠点の設置、タイプ別ポンプ分布に

関する情報共有 

 経済・財務省および国土整備省に対する行

政手続きの簡素化（コミューン・ポンプ修

                                                   
4 地方分権化政策の一環として給水衛生分野の権限を

移譲された地方自治体（コミューン）の行政能力を強

化し、公平かつ持続的な給水衛生サービスの提供を目

的としたコミューンによる事業実施支援の具体的な手

法や内容を示した政策文書。コミューン給水衛生サー

ビスの設置と常勤職員の雇用や関係者の能力強化、財

政措置を含めた必要なリソースのコミューンへの投入

などが掲げられている。現在閣議による承認プロセス

が進められている。 

理工との契約・支払い手続きの簡素化や修

理工に対する免税、AUE 認証の簡素化な

ど） 

 水料金に関する政策および PPP 戦略の承

認と実行の加速化 

 給水施設の建設、リハビリ、運営管理など

契約の共通仕様化 

 AEPS 維持管理契約の改善、コミューン・

民間業者間の契約促進ならびに契約内容

履行順守の徹底 

 州・コミューンレベルにおける関係者（コ

ミューン、AUE、ポンプ修理工、民間業

者、州局）間の定期的な協議枠組みの設置 

 REFORME に関する情報・データの簡素化

と一元化（AUE／民間業者→コミューン

→州局）、モニタリング・フォローアップ

体制の構築 

これまでに収集した情報、ワークショップを

通じて明らかになった REFORME 適用にかか

る教訓や課題、上述の解決提言を参照して、給

水施設維持管理システムの改善見直しを進め

ると共に、全国普及用 REFORME 適用化マニ

ュアル・普及用ツールの改訂案の検討を C/P

らと協働で実施中である。 

(2) プ ロ ジ ェ ク ト 対 象 州 に お け る

REFORME強化 

REFORME 適用における課題としては、

「AUE による利用者からの水料金の徴収」「徴

収した水料金の適切な管理・活用およびコミュ

ーンへの納付」「コミューンとポンプ修理工と

の契約によるポンプ保守管理の未実施」などが

主として挙げられた。PROGEA2 で実施した対

象 2 州のコミューンワークショップは、AUE、

ポンプ修理工、コミューン関係者などが一堂に

会した初めての機会であり、互いの課題を認識

し合い、改善策を検討し、アクションプランと

して給水施設維持管理改善への取り組みを盛

り込んだ。コミューンワークショップの実施に



 

より、これまで十分ではなかった、AUE、ポン

プ修理工、コミューンなど現場レベルにおける

関係者のコミュニケーションを高め、各コミュ

ーンにおける給水施設維持管理活動の再活性

化を促進することに寄与したと考えられる。 

 

4. プロジェクト実施上の工夫・教訓   

(1) REFORME に基づく給水施設維持管理

システムの改善 

現在ブルキナファソ国では、コミューン給水

衛生事業実施支援（AMOC）ロードマップをは

じめ、REFORME適用化の実施に不可欠な関連

法令や制度の整備が進められている 5。 

プロジェクトでは、REFORME に基づく給水

施設維持管理システムの改訂、ならびに

REFORME マニュアル・ツールの修正を、C/P

や関係機関との協議・意見交換を行いながら作

業を進めているところであるが、これらの関連

する制度整備と歩調を合わせながら実施して

いく。また、AUE やポンプ修理工向けの簡便

な REFORME ガイドラインやその現地語化な

ど、関係者が給水施設維持管理活動の実践時に

活用できるようなツールも整備していく。 

(2) 「ブ」国の社会・政治情勢に伴うプ

ロジェクト進捗への影響 

プロジェクト開始直後より、大統領警護隊に

よるクーデター事件（2015 年 9 月）やイスラ

ム過激派組織によるテロ事件（2016 年 1 月）、

                                                   
5 主なものとしては以下の通り。 
• ポンプ修理工を含む給水・衛生セクター民間業者

の公式認証に係る共同省令 
• 給水・衛生分野におけるソフトコンポーネントガ

イド（Guide ImS）の策定 
• PPP 推進戦略 
• 適切な水料金の検討に係る調査 
• 給水衛生施設の基準やサービス規定に関する調査

と法令の策定 
• 2016 年からの新たな給水・衛生セクター国家プロ

グラムにおけるモニタリング・評価体制の検討 
• 経済・財務・開発省（MINFED）におけるコミュー

ン予算の執行手続きに係る改善・整備 

新政権発足に伴う省庁再編など、「ブ」国の社

会・政治・治安情勢に係る想定外の事案が断続

的に発生したため、プロジェクト業務の実施に

少なからぬ影響を及ぼしている。また、

REFORME の実施において中心的な役割を担

うべきコミューン行政は、2014 年 12 月以降一

時解体されていたが、2016 年 5 月の地方選挙

を受けて新体制の発足が進められているとこ

ろである。プロジェクトでは、給水・衛生セク

ターの新しい国家計画や AMOC ロードマップ

の実施進捗に留意すると共に、これまでのプロ

ジェクト活動の遅れを取り戻すべく第 2 年次

以降の活動スケジュールを修正していくこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト実施期間： 

2015 年 9 月～2018 年 9 月 

 

プロジェクト実施機関： 

水衛生省 

飲料水総局、中央プラトー・南部中央州局 
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